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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する 

法律の一部の施行期日を定める政令の公布について 

 

 

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律の一部の施行期日を定める政令（平成 27年政令第 49号）」が本日公布され、「地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成 26年法律第 83号）」による介護保険法等の改正事項として、通所介護のうち利用定

員が厚生労働省令で定める数未満（19人未満と規定する予定）のものを地域密着型通所介

護として地域密着型サービスに位置付ける改正の施行期日を平成 28年４月１日としたと

ころである。 

十分御了知の上、管内市町村（特別区を含む。）等に対し、その周知を図られたい。 

なお、地域密着型通所介護への移行に当たって都道府県、市町村において必要となると

考えられる事務等については、平成 26年 11月 10日の全国介護保険担当課長会議資料等で

お示ししているところであり、これらも踏まえ、平成 28年度の施行に向け、円滑な移行が

できるよう必要な準備を進めていただきたい。 






